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△ 人材派遣と消費税

Q:当社では、人材派遣会社より労働者の
派遣を受けています。

労働者派遣料を支払った場合の消費税の取

扱いはどうなるのでしょうか。

Ａ
対 0

◆
◆ 支払った派遣料は課税仕入れに該当し

【解説】

事業者がほかの者から受けた役務の提供は、

課税仕入れに当てはまる場合と当てはまらな

い場合があります。

その役務の提供が雇用契約などによるもの

であり、その支払った対価が給与所得となる

場合には、消費税はかかりませんし、支払っ

た事業者の方は課税仕入れにはなりません。

ところで、人材派遣は通常、人材派遣契約

に基づき人材派遣会社が、その使用人をほか

の事業者に派遣するものです。派遣された使

用人の雇用関係は、人材派遣会社との間にし

かありません。

したがって、人材派遣は人材派遣会社の派

遣先事業者に対する役務の提供ということに

なり、人材派遣会社が派遣先事業者から受け

取る人材派遣の対価は、消費税の課税の対象

となり、また、支払った事業者の方は課税仕

入れとなります。

なお 、 いわゆるマネキンの場合は、労働者

派遣とよく似ていますが、支払った対価は給

与として課税仕入れとはなりません。


